
 
公益財団法人北海道農業公社 

平成２５年度 第１回入札監視委員会審議概要 
 

開催日  平成２５年４月２６日（金） 

場 所  公益財団法人北海道農業公社 ５階会議室 

委員長  伊藤 隆道 （弁護士） 

委 員  太田 武司 （公認会計士、税理士） 

委 員  長澤 徹明 （北海道大学名誉教授） 

議事等 

１ 報告事項 

（１）平成２４年度入札結果に関する状況について 

（２）平成２４年度下期（１０月～３月）入札結果に関する抽出案件について 

２ 審議事項 

（１）平成２４年度下期（１０月～３月）に関する抽出案件の審議について【総件数６件】 

○建設工事【制限付一般競争入札】 

ア 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 大成本別地区 第５２工区 

イ 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 大成本別地区 第５３工区 

○建設工事【工事希望型指名競争入札】 

ア 公社営農場リース事業 ２４北海道（枝幸町）地区 第３工区 

○建設工事【指名競争入札】 

ア 公社営農場リース事業 ２４浜中地区 第２工区 

○建設工事【随意契約】 

ア 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 南後志地区 第５２工区 

○委託業務【指名競争入札】 

ア 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 大成本別地区 第５委託 



【審議概要】 
委員からの意見・質問等、それに対する回答・説明等の概要は次のとおり。 

委員からの意見・質問等 回答・説明等 
○制限付一般競争入札 
・ 制限付一般競争入札については、応札可

能者数を２０者以上となるように要件を設

定しているとの説明があったが、実際の入

札参加者はかなり少ない。どのように要件

を設定しているのか。 
 
 
 
 
・ 入札参加申請者が少ないといった結果を

踏まえ、応募期間を延長することや周知を

広げるというようなことはしないのか。あ

くまでも当初設定された期間内で執行しな

ければならないのか。 
 
 
 
・ 本工区の競争入札審査委員会の審議資料

の中に、「企業評点」の記載があり、資格審

査の参考にしているものと思われるが、ア

ルファベットで表記されているものは何を

意味するものか。 
 
 
 
 
 
・ それではこの工区の入札参加者について

は、比較的に高い評点の者といえるのか。

 
 
 
・ 本工区では、特定ＪＶ（乙型）の地域要

件として、農業土木工事を分担する構成員

については、主たる営業所を振興局範囲で

求めており、舗装工事を分担する構成員に

ついては、道内範囲で求めている。この違

いはなぜか。 

 

 

 

 
・ 制限付一般競争入札につきましては、公

正な競争性の促進と同時に適正な施工（品

質）の確保も求められており、このことか

ら、競争性の促進の観点と品質確保のでき

る範囲内で入札参加要件を設定していると

ころであります。なお、本工区における入

札参加要件を満たす応札可能者数は２５者

と想定いたしました。 
 
・ 本工区については、入札説明書において

「入札執行の際、入札者が１者以下の場合

は、入札を中止する。」としております。 

このことから、２者以上の入札参加資格

を有する者があれば、入札執行条件は満た

すものと判断し、当初設定した入札日時ど

おり、入札を執り行うことになります。 

 

・ 企業評点は、企業が健全な経営活動を行

っているかなどを信用調査会社が第３者機

関として評価しているものですが、この信

用調査会社では１００点から５０点までの

企業評点を数値で表記し、４９点以下はア

ルファベットで表記しているということで

す。なお、この信用調査の数値等をもって、

入札への参加を制限するようなことはして

おりません。 

 

・ 一概には言えませんが、この企業評点に

ついては、経営規模の大きい会社の方が比

較的高い傾向にあるのではないかと捉えて

おります。 

 

・ 制限付一般競争入札については、地域要

件などを設定し、応札可能者数が２０者以

上となるよう努めておりますが、この工区

の舗装工事については、Ａ等級の資格者を

求めており、地域要件を振興局範囲で設定

した場合、想定した応札可能者数は４者し

かありませんでした。この４者のみでは競

争性が確保できないと判断し、地域要件を

振興局範囲から道内範囲に広げておりま

す。 



委員からの意見・質問等 回答・説明等 
 

 

 

 

 

・ 地域要件を設定するうえで、地元企業の

振興の観点から設定するようなこともある

のか。 

 

・ 本工区の入札には特定ＪＶが参加してい

る。この特定ＪＶは農業土木工事を分担す

る者と舗装工事を分担する者との組合せと

のことであるが、これは工事ごとに結成さ

れたものであるのか。すでに結成された者

が参加しているのか。 
 

・ それでは、特定ＪＶにより入札参加を希

望する者は工事が公表されてから特定ＪＶ

を結成するということですか。 

 
・ 工事が公表されてから、相手を検討し結

成するということであれば、申請等に要す

る時間が少ないのではないか。 

 
 
 
 
 
・ １月７日の工事概要等の公表から、入札

参加申請書の提出期限である２月２１日ま

での期間で、どこの業者と特定ＪＶを結成

するかを模索するわけか。 
 
・ 特定ＪＶの舗装工事を分担する構成員に

ついては、主たる営業所を道内範囲で求め

ている。単体で入札参加を希望する場合に

ついても北海道内に主たる営業所があれば

よいのか。 
 
○工事希望型指名競争入札 
・ 工事希望型指名競争入札については、技

術提案書の提出を求めており、技術提案書

の審査を行っているが、最終的には入札価

格によって落札者を決定しているというこ

とでよいか。 

なお、農業土木工事においては、通常設

定している地域要件で２０者以上の応札可

能数が想定できたことから、その範囲は広

げておりません。 

 

・ 地域要件については、公社の規定に基づ

き設定しております。 

 

 

・ 特定ＪＶは、工事ごとに結成されます。

 
 
 
 
 
 
・ はい、工事が公表されてから特定ＪＶを

結成したいただくこととなります。 

 

 

・ 本工区については２月１２日に入札の公

表をしておりますが、その工事概要等は建

設工事発注予定情報として１月７日に公表

しております。入札参加を希望する者は工

事概要等の公表時点で、ＪＶ等の検討をし

ていただけるのではないかと考えておりま

す。 

 
・ そのように想定しております。 

 
 
 
 
・ 単体で入札参加を希望する場合は、主た

る営業所を振興局範囲で求めております。

 
 
 
 
 
・ 入札参加に必要な要件を満たし、かつ、

予定価格の範囲内で最低の価格で入札をし

た者を落札者としています。 

 
 



委員からの意見・質問等 回答・説明等 
・ 技術提案書の記載事項は、あらかじめ公

社から記載項目の提示があり、入札参加申

請者はそのことについて記述するというも

のなのか。 
 
 
 
・ 技術提案書に記載される内容について、

実施する工事が他の工区と類似する場合、

同様の記載内容になることがあるのではな

いか。 

 
○指名競争入札（建設工事） 
・ 本工区については、７者を指名し、その

うち４者が入札を辞退している。入札辞退

の理由は何か。 

 

・ 本工区については、通常制限付一般競争

入札で行うべき工事を指名競争入札で実施

している。その理由が「その他特別な事情」

ということであるが、特別な事情とは何か。

 
○随意契約（建設工事） 
・ 本工区については、競争入札に付するこ

とが不利と認められることから、随意契約

により実施している。現に契約履行中の施

工者に履行させた場合は、工期の短縮、経

費の節減が確保できるとのことだが、経費

の節減とはどのようなことか。 
 

・ 技術提案書の記載項目については、「１.

施設等の特性または機能の特性」、「２.工事

実施にあたっての環境対策及び安全対策」

及び「３.受益者対応及び工事工程管理」の

３項目を公社から提示し、提出を求めてお

ります。 

 
・ 「１.施設等の性能又は機能の特性」及び

「２.工事実施にあたっての環境対策及び

安全対策」の記載内容は、類似することが

あります。 

 

 

・ ４者とも全て、技術者が配置できないと

の理由で辞退しています。 
 
 
・ 営農の開始時期などの事情により、入札

手続き期間の短い指名競争入札で実施いた

しました。 

 
 
 
・ 随意契約により実施した場合は工事費を

合算積算することにより、仮設費や準備費

等の諸経費を低減することができます。 

注）一部重複する確認事項等については除くものとする。 
 

（２）平成２４年度入札契約制度に関する入札監視委員会の所管事務総括について 

【意見の具申又は勧告】 

公益財団法人北海道農業公社入札監視委員会の運営に関する事務処理要領第８に基づ

く「意見の具申又は勧告」に関し、平成２４年度の抽出案件に係る審議又は現地調査の

結果から、入札・契約手続の運用状況等について、適切を欠くなど是正すべきことはな

かったと判断する。 

【再苦情の処理】 

公益財団法人北海道農業公社入札監視委員会の運営に関する事務処理要領第９に基づ



く「再苦情の処理」に関し、平成２４年度の工事等における全案件について、再苦情の

申立てはなかった。 

 

３ 協議事項 

（１）平成２５年度入札監視委員会の活動方針について 

ア 平成２５年度建設工事・委託業務発注予定一覧 

イ 平成２５年度建設工事発注予定概要 

ウ 平成２５年度委託業務発注予定概要 

エ 平成２５年度入札監視委員会の活動方針（案）について 

（２）その他 

【次回入札監視委員会の開催について】 

平成２５年度第２回入札監視委員会の開催は、平成２５年１０月２４日(木)公益財団法

人北海道農業公社５階会議室で午後１時３０分から行う。 


